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監 査 報 告 第 ５ 号 

令 和 元 年 ６ 月 2 0 日 

 

大 牟 田 市 議 会 議 長   境    公  司  殿  

大 牟 田 市 長   中  尾  昌  弘   殿  

 

 

大 牟 田 市 監 査 委 員   中 原 修 作 

同          松 尾 哲 也 

 

 

財 政 援 助 団 体 等 監 査 の 結 果 に つ い て  

 

 

地 方 自 治 法 第 1 99 条 第 ７ 項 の 規 定 に 基 づ き 財 政 援 助 団 体 等 の 監 査 を 行 っ

た の で 、同 条 第 ９ 項 の 規 定 に よ り 、監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 書 を 提 出 す る 。  

 

１  監 査 の 対 象  特 定 非 営 利 活 動 法 人 大 牟 田 市 体 育 協 会  

 

２  監査執行期間 

令 和 元 年 ５ 月 １ 日 （ 水 ） か ら 同 年 ５ 月 31 日 （ 金 ） ま で  

 

３  監 査 の 範 囲  

特 定 非 営 利 活 動 法 人 大 牟 田 市 体 育 協 会 が 交 付 を 受 け た 平 成 29 年 度

分 の 大 牟 田 市 体 育 施 設 指 定 管 理 料 に 係 る 出 納 そ の 他 の 事 務 の 執 行  

 

４  監 査 の 方 法 及 び 着 眼 点  

（ １ ） 監 査 の 方 法  

所 管 部 局 及 び 財 政 援 助 団 体 等 か ら 提 出 さ れ た 関 係 書 類 を 照 合 検 査 す

る と と も に 、 関 係 職 員 か ら の 説 明 を 受 け 実 施 し た 。  

 

（ ２ ） 監 査 の 着 眼 点  

 ア  管 理 に 係 る 協 定 等 の 締 結 は 適 正 に 行 わ れ て い る か 。  

 イ  指 定 管 理 料 の 算 定 、 交 付 方 法 、 時 期 、 手 続 き 等 は 適 正 か 。  

 ウ  施 設 は 、 協 定 等 に 基 づ き 適 正 に 管 理 さ れ て い る か 。  

エ  施 設 の 管 理 に 係 る 収 支 会 計 経 理 は 適 正 に な さ れ て い る か 。 ま た 、 帳

簿 等 は 適 正 に 整 備 、 保 存 さ れ て い る か 。  

 オ  所 管 部 局 に 提 出 さ れ た 決 算 書 、 事 業 実 績 報 告 等 に 誤 り は な い か 。  
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 カ  指 定 管 理 者 へ の モ ニ タ リ ン グ は 適 正 に 行 わ れ て い る か 。  

キ  平 成 26 年 度 定 期 監 査 の 指 摘 事 項 に 対 す る 措 置 報 告（ 指 定 管 理 業 務 に

係 る も の ） に 係 る 検 討 が 適 正 に 行 わ れ て い る か 。  

 

５  特 定 非 営 利 活 動 法 人 大 牟 田 市 体 育 協 会 の 概 要  

特 定 非 営 利 活 動 法 人 大 牟 田 市 体 育 協 会 （ 以 下 「 Ｎ Ｐ Ｏ 体 育 協 会 」 と い

う 。 ） は 、 大 牟 田 市 民 体 育 館 等 体 育 施 設 の 管 理 運 営 に 関 す る 事 業 そ の 他

ス ポ ー ツ の 普 及 に 関 す る 事 業 を 行 い 、 大 牟 田 市 の ス ポ ー ツ 振 興 に 寄 与 す

る こ と を 目 的 と し て 、 平 成 19 年 ５ 月 に 設 立 さ れ た 法 人 で あ る 。  

主 な 事 業 は 指 定 管 理 者 制 度 に 係 る 施 設 の 管 理 運 営 受 託 事 業 で 、平 成 19

年 ７ 月 １ 日 か ら 、 大 牟 田 市 体 育 施 設 条 例 及 び 大 牟 田 市 運 動 場 条 例 に 規 定

す る 施 設 の う ち 次 表 に 掲 げ る 体 育 施 設 に つ い て 、 指 定 管 理 者 と し て 管

理・運 営 を 行 っ て い る 。現 在 ま で に ３ 回 の 指 定 を 受 け 、平 成 29 年 度 時 点

の 指 定 管 理 期 間 は 、通 算 10 年 と な っ て い る 。い ず れ の 指 定 も 公 募 に よ ら

な い 特 命 で の 指 定 で あ る 。  

体 育 施 設 名  指 定 管 理 期 間  

市 民 体 育 館   

１ 期 目  

H19.7 .1～

H22.3 .31  

(2 年 9 月 間 )  

 

 

２ 期 目  

H22.4 .1～  

H27.3 .31  

（ 5 年 間 ）  

※ 弓 道 場 は 、

H24.3 ま で 。 

 

３ 期 目  

H27.4 .1～  

H32.3 .31  

（ 5 年 間 ）  

※ 弓 道 場 は 、

除 く 。  

延 命 球 場  

御 大 典 記 念 グ ラ ウ ン ド  

武 道 場  

弓 道 場  

笹 林 庭 球 コ ー ト  

第 二 市 民 体 育 館  －  

第 二 グ ラ ウ ン ド  －  －  

な お 、 上 表 に 掲 げ る 体 育 施 設 の ほ か 、 延 命 プ ー ル に つ い て も 指 定 管 理

者 と し て 管 理 ・ 運 営 を 行 う と と も に 、 緑 地 運 動 公 園 等 及 び 宅 峰 中 学 校 弓

道 場 の 管 理 業 務 を 受 託 し て い る 。  

 

６  財 政 援 助 等 の 内 容  

（ １ ） 指 定 管 理 料 の 名 称 【 所 管 課 】  

大 牟 田 市 体 育 施 設 指 定 管 理 料 【 ス ポ ー ツ 推 進 室 】  

大 牟 田 市 体 育 施 設 の 管 理 に 関 す る 基 本 協 定 書 （ 以 下 「 基 本 協 定 書 」

と い う 。 ） 及 び 大 牟 田 市 体 育 施 設 の 指 定 管 理 料 に 関 す る 協 定 書 （ 以 下

「 年 度 協 定 書 」 と い う 。 ） に 基 づ き 交 付 さ れ る 指 定 管 理 料 で あ る 。  

 

（ ２ ） 指 定 管 理 料 の 額  

大 牟 田 市 民 体 育 館 、 大 牟 田 市 延 命 球 場 、 大 牟 田 市 御 大 典 記 念 グ ラ ウ

ン ド 、 大 牟 田 市 武 道 場 、 大 牟 田 市 笹 林 庭 球 コ ー ト 、 大 牟 田 市 第 二 市 民
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体 育 館 及 び 大 牟 田 市 第 二 グ ラ ウ ン ド （ 以 下 「 体 育 施 設 」 と い う 。 ） の

管 理 業 務 に 要 す る 費 用 と し て 、毎 年 度 予 算 の 範 囲 内 に お い て 定 め る 額 。 

平 成 27 年 度 か ら 平 成 31 年 度 ま で の ５ 年 度 分 266 ,14 5,00 0 円 の 債 務

負 担 行 為 を 設 定 し 、 平 成 29 年 度 は 5 3 ,229, 000 円 を 支 出 し て い る 。  

 

７  監 査 の 結 果 

監 査 の 結 果 、一 部 に お い て 個 別 指 摘 事 項 が 認 め ら れ た の で 、必 要 な 措 置

を 講 じ ら れ た い 。  

な お 、個 別 指 摘 事 項 に 対 す る 措 置 が 講 じ ら れ た 場 合 は 、そ の 通 知 を 求 め

る も の で あ る （ 地 方 自 治 法 第 199 条 第 12 項 ）。  

概 要 は 、 次 の と お り で あ る 。  

 

（ １ ） 指 定 管 理 に 係 る 協 定 等 の 締 結 及 び 指 定 管 理 料 に つ い て  

   基 本 協 定 書 は 、 議 会 の 議 決 後 、 債 務 負 担 行 為 の 設 定 と 同 日 に 適 正 に

締 結 さ れ て お り 、年 度 協 定 書 は 、平 成 2 9 年 ４ 月 １ 日 に 予 算 の 範 囲 内 で

適 正 に 締 結 さ れ て い た 。  

  指 定 管 理 料 の 算 定 に つ い て は 、 平 成 23 年 度 か ら 平 成 25 年 度 ま で の

３ 年 間 の 実 績 を も と に 収 入 額 及 び 支 出 額 を 積 算 し 、 支 出 か ら 収 入 を 引

い た 額 で 算 出 さ れ て お り 、 交 付 に 当 た っ て は 、 年 度 協 定 書 に 規 定 さ れ

た 指 定 管 理 料 年 額 を ４ 回 に 分 け 、前 金 払 に よ り 適 正 に 交 付 さ れ て い た 。 

    

（ ２ ） 協 定 書 等 に 基 づ く 管 理 に つ い て  

管 理 業 務 の 内 容 は 、 基 本 協 定 書 第 ４ 条 に 規 定 さ れ て お り 、 そ の 細 目

は 大 牟 田 市 体 育 施 設 管 理 業 務 仕 様 書 （ 以 下 「 仕 様 書 」 と い う 。 ） に 定

め ら れ て い る 。  

   仕 様 書 で は 、 必 須 事 業 と し て 市 民 ス ポ ー ツ 大 会 、 市 民 ス ポ ー ツ 教 室

等 の ９ 事 業 、 提 案 事 業 と し て 健 美 操 教 室 等 の ３ 事 業 を 実 施 す る ほ か 、

ス ポ ー ツ 活 動 に 関 す る 支 援 等 や 情 報 の 収 集 及 び 提 供 を 行 う こ と と さ れ

て い る が 、 月 例 報 告 書 及 び 事 業 報 告 書 等 を 審 査 し た 結 果 、 必 須 事 業 ５

事 業 及 び 提 案 事 業 １ 事 業 に つ い て 実 施 報 告 が さ れ て お ら ず 、 適 正 に 実

施 さ れ て い る こ と の 確 認 が で き な か っ た 。  

ま た 、 仕 様 書 で は 、 体 育 施 設 の 貸 館 業 務 の ほ か 、 管 理 施 設 ・ 設 備 の

保 守 点 検 等 の 施 設 管 理 を 行 う こ と と さ れ て い る 。 貸 館 業 務 に つ い て は

お お む ね 適 正 に 実 施 さ れ て い た が 、 施 設 管 理 に つ い て は 、 第 二 市 民 体

育 館 及 び 第 二 グ ラ ウ ン ド の 施 設 管 理 実 施 状 況 に つ い て 月 例 報 告 書 及 び

事 業 報 告 書 の 双 方 で 報 告 さ れ て い な か っ た ほ か 、 防 災 設 備 の 法 定 点 検

結 果 に つ い て 月 例 報 告 書 で 報 告 さ れ て お ら ず 、 適 正 に 実 施 さ れ て い る

こ と の 確 認 が で き な か っ た 。  
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さ ら に 、基 本 協 定 書 で は 、「 こ の 協 定 に 規 定 す る 請 求 、通 知 、申 出 、

報 告 、 承 認 及 び 解 除 は 、 特 別 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 書 面 に よ り 行

わ な け れ ば な ら な い 」 と 規 定 さ れ て い る が 、 管 理 業 務 の 第 三 者 へ の 委

託 、 事 業 計 画 書 及 び 利 用 料 金 等 の 設 定 に つ い て 、 書 面 に よ る 承 認 が 行

わ れ て い な か っ た 。  

 

（ ３ ） 収 支 会 計 経 理 に つ い て  

① 会 計 処 理 に つ い て  

   Ｎ Ｐ Ｏ 体 育 協 会 の 会 計 処 理 は 、 定 款 の ほ か 、 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法

第 27 条 各 号 に 掲 げ る 原 則 に 従 っ て 行 う こ と と さ れ て い る が 、同 条 に 規

定 す る 「 会 計 簿 」 、 「 会 計 処 理 の 基 準 及 び 手 続 き 」 の 存 在 が 確 認 で き

な か っ た 。  

   ま た 、基 本 協 定 書 第 32 条 で は 、「 管 理 業 務 に つ い て 、指 定 管 理 者 の

他 の 業 務 と 区 分 し て 経 理 し な け れ ば な ら な い 」 と さ れ 、 「 管 理 業 務 に

関 し 固 有 の 銀 行 口 座 を 開 設 」 す る も の と 規 定 さ れ て い る が 、 体 育 施 設

の 指 定 管 理 業 務 と 他 の 委 託 業 務 等 の 経 理 が 混 在 し て お り 、 体 育 施 設 の

指 定 管 理 業 務 の み を 区 分 し た 経 理 と は な っ て お ら ず 、 固 有 の 銀 行 口 座

も 開 設 さ れ て い な か っ た 。  

   さ ら に 、 会 計 伝 票 に 請 求 書 や 領 収 書 等 の 支 出 証 拠 書 類 が 添 付 さ れ て

い な い も の が 散 見 さ れ た ほ か 、 事 業 目 的 に 適 合 し た 支 出 で あ る か 疑 義

を 生 じ る も の が 見 受 け ら れ た 。  

  

② 収 支 報 告 書 （ 決 算 書 ） に つ い て  

指 定 管 理 者 か ら 提 出 さ れ た 収 支 報 告 書 に よ れ ば 、 Ｎ Ｐ Ｏ 体 育 協 会 の

主 な 収 入 は 、 市 か ら の 指 定 管 理 料 や 体 育 施 設 の 利 用 料 金 収 入 等 、 合 計

66,23 7,3 07 円 で あ り 、主 な 支 出 は 、職 員 の 人 件 費 、清 掃 業 務 等 の 委 託

料 及 び 施 設 の 光 熱 水 費 等 、合 計 66 ,28 6,848 円 で 、収 入 か ら 支 出 を 引 い

た 収 支 差 額 は 、 マ イ ナ ス 49, 541 円 と 報 告 さ れ て い る 。  

収 支 報 告 書 の 金 額 に つ い て 、 会 計 伝 票 、 出 入 金 一 覧 表 及 び 通 帳 と 照

合 し た 結 果 、 収 入 に お い て は 前 年 度 繰 越 金 が 計 上 さ れ て い な か っ た ほ

か 、 支 出 に お い て は 計 上 漏 れ や 計 上 金 額 誤 り 、 指 定 管 理 業 務 で は な い

緑 地 運 動 公 園 等 に 係 る 支 出 が 計 上 さ れ て い る な ど 、 収 支 報 告 書 の 決 算

額 に 誤 り が あ っ た 。  

ま た 、 収 支 報 告 書 、 会 計 伝 票 、 出 入 金 一 覧 表 及 び 通 帳 の 金 額 が す べ

て 合 致 せ ず 、 正 確 な 決 算 額 を 確 認 す る こ と が で き な か っ た 。  

 

（ ４ ） モ ニ タ リ ン グ に つ い て  

モ ニ タ リ ン グ の 基 本 的 な 考 え 方 及 び 標 準 的 な 実 施 方 法 に つ い て は 、「 大
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牟 田 市 指 定 管 理 者 制 度 導 入 施 設 に 係 る モ ニ タ リ ン グ マ ニ ュ ア ル 」 （ 平 成

29 年 度 時 点 ） に 定 め ら れ て い る 。  

モ ニ タ リ ン グ の 実 施 状 況 に つ い て 、 月 例 報 告 書 、 事 業 報 告 書 、 指 定 管

理 者 管 理 運 営 評 価 シ ー ト 等 を 審 査 す る と と も に 、 職 員 へ の 聞 き 取 り を 行

っ た 結 果 、 月 例 報 告 書 に お い て 、 利 用 者 ア ン ケ ー ト の 集 計 結 果 及 び 自 己

評 価 が 報 告 さ れ て お ら ず 、 指 定 管 理 者 の 自 己 評 価 が 実 施 さ れ て い る こ と

の 確 認 が さ れ て い な か っ た 。  

ま た 、 指 定 管 理 者 に 財 務 諸 表 等 の 提 出 を 求 め て お ら ず 、 指 定 管 理 者 の

経 営 状 況 の 把 握 が 行 わ れ て い な か っ た 。  

 

（ ５ ） 次 期 指 定 管 理 者 の 選 定 に つ い て  

体 育 施 設 の 指 定 管 理 者 選 定 に 当 た っ て は 、 実 績 や ノ ウ ハ ウ 、 利 用 者 と

の 関 係 等 か ら 、３ 回 13 年 に わ た り 公 募 に よ ら ず 同 一 団 体 を 特 命 で 指 定 し

て い る た め 、平 成 2 6 年 度 定 期 監 査 に お い て 、次 回 の 選 定 に お い て は 公 募

と さ れ る よ う 指 摘 し て い た と こ ろ で あ る 。  

所 管 課 へ の 聞 き 取 り 等 を 行 っ た と こ ろ 、 次 回 選 定 に 当 た っ て は 、 特 命

で は な く 公 募 に よ る こ と と 決 定 さ れ て い た 。  

 

（ ６ ） 個 別 指 摘 事 項  

 市 民 協 働 部  

 ① 適 正 な モ ニ タ リ ン グ の 実 施 に つ い て       （ ス ポ ー ツ 推 進 室 ） 

今 回 の 監 査 に お い て は 、 所 管 課 に 提 出 さ れ た 収 支 報 告 書 （ 決 算 書 ）

の 金 額 に 誤 り が 見 ら れ た ほ か 、 支 出 執 行 の 根 拠 規 定 が 存 在 せ ず 、 帳 簿

や 支 出 証 拠 書 類 の 不 備 が あ る な ど 、 指 定 管 理 者 に お い て 適 正 な 会 計 処

理 が な さ れ て い な か っ た 。  

ま た 、 必 須 事 業 等 の 実 施 状 況 や 設 備 の 法 定 点 検 の 結 果 が 報 告 さ れ て

お ら ず 、 利 用 者 ア ン ケ ー ト も 実 施 さ れ て い な い な ど 、 基 本 協 定 書 等 に

沿 っ た 適 正 な 管 理 が 実 施 さ れ て い な か っ た 。  

に も か か わ ら ず 、所 管 課 が 行 っ た モ ニ タ リ ン グ 結 果 に 添 付 さ れ た「 指

定 管 理 者 管 理 運 営 評 価 シ ー ト 」で は 、上 記 に 関 連 す る 項 目 は す べ て「 仕

様 書 ・ 協 定 書 等 の 内 容 に 対 し 適 切 で あ る と 判 断 で き る 」 と 評 価 さ れ て

お り 、 所 管 課 に お け る 確 認 が 不 十 分 で あ る と い わ ざ る を 得 な い 。  

所 管 課 に あ っ て は 、 今 回 の 監 査 の 結 果 を 踏 ま え 、 基 本 協 定 書 等 に 定

め た 管 理 業 務 が 適 正 か つ 確 実 に 実 施 さ れ て い る か に つ い て 、 報 告 書 や

現 地 確 認 等 に よ り 定 期 的 に 確 認 す る と と も に 、 特 に 会 計 処 理 に つ い て

は 、 報 告 さ れ た 決 算 額 に 誤 り は な い か を 確 実 に 確 認 し 、 適 切 な 助 言 ・

指 導 を 早 急 に 行 わ れ た い 。  


